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1.実体調査【守りと攻めの観点洗い出し現地型 WS の開催】 

 オープンファクトリー時の情報発信と知的財産保護の観点から、既にオープンファクトリーを実施

している中小企業に会場提供及び工場見学を依頼し、「守り」と「攻め」の２つの観点から、下記の実

施概要により現地にて WS を２回実施した。有識者及び企業の選定については、貴局との協議を経て決

定した。なお、ここで言う知的財産には、営業秘密や取引先情報、未公開情報等の知的財産権として登

録されていないものを含んでいる。 

 それぞれ、知的財産の専門家とのディスカッションを踏まえて、その場でアドバイスすることにより、

主に以下の内容について、参加者間で理解が進むという成果が得られた。 

①取引先の未公開情報や取引内容に直結する情報について、必ず秘密を守ること 

②自社の未公開デザインはオープンにしないこと 

③技術情報のうち、自社の未公開情報や営業秘密にしたいノウハウについては、「何ができるか」は

話してもいいが「なぜできるか」は秘密にすること 

④知的財産権を登録しているなら、正当に権利を主張すべきで裁判までいかなくても、警告書や通知

書として権利侵害をしている可能性のある相手に連絡を取るだけでも抑制力が発揮される。 

 

各 WS における実際の工場見学によって把握された「要注意ポイント」は手引きの中に取り入れ、各

回の記録は電子データで納入した。 

また、本事業とは別途実施された近畿経済産業局主催「知財セミナー・WS 事業」における令和 6 年 2

月 17 日開催分「体験談から学ぶ 知的財産権の活かし方 その時どうする？ ～海外で商標権がバッテ

ィングしたら？ オープンファクトリーで思わぬリスクが？～」に、「守り」WS の参加企業である株式

会社上山製作所の代表取締役 上山 哲生氏が講師として登壇し、初めてオープンファクトリーに参加し

た企業にとって図解による注意ポイントの喚起が行動変容につながったという効果が確認できた。 

 

(1)守りと攻めの現地型ワークショップ（以下、WS）実施概要 

■目的： 

オープンファクトリー企業を直接訪問し、見学からのオープンファクトリー実施時注意点や秘密保持

契約内容及び CI の見せ方について現地型 WS から要点を洗い出すことを目的に実施した。 

「守り」WS については、できていることとできていないこと、不安に思うことを中心に抽出した。 

「攻め」WS については、「攻め」（情報発信等）の工夫と効果を中心に抽出した。 

■開催回数： 

「守り」、「攻め」をテーマに各 1 回実施した。 

■対応者： 

オープンファクトリー実施企業の代表者（または代表者に準ずるもの）各１名に依頼した。 

■参加対象者： 

会場となる企業以外で、オープンファクトリーを実施している事業者に参加を依頼した。 

■参加者数： 

各回 5～６名参加を依頼した（有識者、会場企業を含む）。 
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■謝礼等： 

有識者及び対応者に謝金及び旅費を支払った。 

 

 

(2)守り WS 開催概要 

■開催日時、参加者等 

・日 時：令和 6 年 10 月 31 日（木）15：00～17：30 

・場 所：共和鋼業株式会社様 工場・東大阪営業所 WS スペース 

・参加者：専門家及び対応者含めて６名で実施（以下、敬称略） 

 

（知財専門家） 

Ｋ＆Ｔ特許商標事務所 パートナー弁理士 北野 修平 

 

（オープンファクトリー参加企業） 

【対応者（会場提供企業）】１者 

共和鋼業株式会社 代表取締役  森永 耕治 

 

【参加企業】4 者 

株式会社上山製作所 

株式会社オークマ工塗 

サクラテック株式会社 

若井産業株式会社 

 

（事務局） 

近畿経済産業局 地域経済部 地域連携推進課、同  知的財産室 

 

（調査受託機関） 

株式会社ダン計画研究所 
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■守り WS 当日の進行内容（次第） 

１．開会挨拶・趣旨説明（15:00-15:15） 

(1)挨拶、趣旨説明 近畿経済産業局 

(2)主な論点、まとめたいガイドブック（8 頁程度）で発信したい項目の説明 ダン計画研究所 

(3)参加者紹介（一言、お願いします） 

 

２．オープンファクトリーの見学(15:15-15:45、休憩・移動を含む) 

 共和鋼業株式会社様 ご説明 

 

３．ディスカッション（15:45-17:30） 

項目 時刻 

(1) 進行説明 ダン計画研究所 15:45-15:50 

(2) オープンファクトリーの効果と不安点（２グループに分かれて、意見出

し合い） 

15:50-16:05 

①オープンファクトリーの効果 15 分 

②「守り」でできていること/できていないこと、不安に思うこと 

(3) 各自発表と北野先生コメント 16:05-16:55 

グループ１より ＠各自 5 分×2 名 + 北野先生コメント 10 分程度 16:05-16:25 

グループ２より ＠各自 5 分×3 名 + 北野先生コメント 15 分程度 16:25-16:55 

   ①効果と不安点 自分で思っていたこと 各自 5 分 

②今日、他者の話で出てきて、新たに気づいたこと 

③北野先生に確認したいこと 

(4) 今後、「守る」ためにできることアイディアフラッシュ（２グループ、

メンバー入替） 

16:55-17:05 

(5) グループ代表による発表 ＠5 分×2 17:05-17:15 

(6) 北野先生コメント 17:15-17:25 

(7) 本日の成果確認と協力お礼、閉会 17:25-17:30 

 

（受入れ企業での工場見学や WS の様子） 
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■守り WS の主なポイント 

 主なポイントは以下の通りである。なお、記録については電子データで別途納入した。 

 

１．オープンファクトリーの効果と不安点 

①効果 

 オープンファクトリーによって社内の雰囲気が変わる。一番の効果としてはインナーブランディン

グの醸成。 

 会社がきれいになる。これも大きな効果。 

 広く知ってもらういい機会になる、新たな共創のチャンスが生まれてくる、来てほしい方に来ても

らう口実の一つになる。 

 WS は大人も楽しいし、こういうふうに作るのだと実感してもらえる。修学旅行生の受け入れ等も

随時、実施。 

 来てほしいのは求人の対象者。地域で働きに来てくれる人は、地元で、自転車で来れる距離みたい

な方が多いので、こういう会社もあるとアピールしたい。 

 オープンファクトリーをした方が OS 運動よりも工場を綺麗にできそう。 

 

②不安点 

 前提として、安全確保を最重視している。参加者が怪我をするといけない。 

 見られたらいけないものは、「立ち入り禁止」として隠しているが、何を隠さなきゃいけないかと

いうふんわりしたニュアンスになっている。チェックができていない。 

 一番話してしまうのは、営業畑の担当者か社長。一番危ない。 

 自分が工場見学に行く時は、納品されている素材のタグをチェックしている。 

 見学ルートを作っていないが、見せてはいけない場所は、針金とブルーシートで物理的にブロッ

ク。 

 機械での製造現場を見せているが、職人の腕が必要なところはカバー。 
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 オープンファクトリー実施時は、試作エリアのモノは全て隠しているが、誰もチェックしていな

い。隠しきれているかは自分達では気づいていない懸念はある。 

 WS 参加者の作品について、著作権的にＳＮＳにその作品を載せていいのかどうか迷いがある。 

 オープンファクトリーをボランティアで手伝ってもらっていて、控室は出入り自由。このあたりを

どこまで規制するか、あまり固く言い過ぎたくない。 

 WS は、人がたくさん来られてありがたい反面、ちょっと見といてと託児所にみたいになるため、

せめて同意書をとなった。 

 ボランティアの学生さんや社員の家族は立入禁止エリアに控室があるので、本社内に入ってきてい

る。そこまで人を疑わないといけないかと気にしている。 

 今年初参加で軽い気持ちで参加を決め、軽い気持ちでやってみるつもりだったが、今日、参加して

もう少し気をつけようと思った。来てくださる方の期待に応えたいという気持ちもあるが、どうバ

ランスをとるかが大事だと思ったので、ちゃんと社内で話し合いたい。 

 不安に思っていることの方が多い。社員は乗り気ない人とそうじゃない人との温度差がある。 

 見学を受け入れると、ライバルとか外部にノウハウが見られる懸念もある。そういうものについて

どう守ればいいかは、わからない。 

 

③疑問点（専門家への質問事項、その場で一定の助言があった） 

 所属する会社または個人だとして、秘密保持を破った場合、どこまで効果があるのか、 

 WS 参加の誓約書や同意書は、実際に破った人にどういった効果を発揮するのか、抑止効果は実際

あるのかをお尋ねしたい。 

 同意書は個人情報になるので取り扱いには注意しつつ不安要素がある。 

 御取引先のことをどこまで言っていいのかも気になっている。どこまで話していいのかが一つの不

安要素で特に決まりが内部にない。 

 受付で確認書という手もあると言ってもらえて、確かに 1 枚何かというのは抑止力になると思っ

た。 

 情報を守るために、どういうところが抑えどころかを教えていただけたらありがたい。 

（専門家 コメント） 

 例えば立て看板みたいなのを置いておいて、入ってもらうときに名前を受付的に書くのはどうか。

ここに書いてある内容は了解した、だから名前を書いてもらうぐらいとかしておく方法はあり得

る。 

 見たらいけないところは見ませんとかで、難しい言葉にする必要もない。抑止力にはなる。 

 「未公開のもの」が工場内にないか？ということはまず考えないといけない。権利は、自分達が取

れるものが権利を取れなくなった場合と、リスクがもう一つある。 

 特許の対象となるアイデアは外からは分かりにくいが、デザインは見た瞬間に分かる。取引先の未

公開情報がうっかり出てしまうと、お客さんからの信頼を失うリスクがある。最低限、お客さんの

デザインしたものだけは隠しておいてもらいたい。 

 試作品の製作や加工を受けている場合は、特に注意が必要。 
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 海外出願を考えておられるクライアントさんだと、本当に救いようのないことになってしまうこと

もある。そこはしっかり注意しておいてほしい。 

 

２．守るためにできること 

 守るとなった場合、何が守るものなのかを把握する必要があると思った。それを社長と社員で会社

の共通認識として理解しておいて、隠せるものは隠す、動かせないものはカバーする。それしかな

い。 

 知財面の守備力が高すぎると、見せる部分が少なくてあまり面白くないかもしれない。 

 お客さんの試作品を見せてはだめ、というのは本日、理解できた。 

 オープンファクトリー時、受付が非常に重要だとよく分かった。受付で同意してサインしてもら

い、建屋の外は写真 OK にして、中は撮影禁止からスタートした方がいい。 

 「撮影禁止」「立ち入り禁止」のテープを貼って、通り道を当日までに準備する。事務室や事務机

にもカバーが必要だというのもわかった。 

 

（北野先生 総括コメント） 

 ノーリスクではオープンファクトリーはできないが、100%大丈夫にしようと思うとガチガチにな

ってしまう。それを例えば、95%までは大丈夫ですとしておくと、多分全然違う。各社の考えで線

を引いてもらえばいい。 

 ステップ的には 2 つある。1 つはまず情報を峻別して、各社の事情に合わせて、ここまでは見せて

もいい、これは見せたらだめというのは、最初に決めておいた方がいい。これで多分、ほとんどの

リスクを避けられる。多分、90 何%まではできていると思う。 

 これは見せられないけど、こんな仕事ができますという話はしてもいい。せっかくのオープンファ

クトリーの機会なので、「なぜできるか」は言わずに、「何ができるか」はどんどん言ってもらっ

ていい。ただ、「なぜできるのか」のところで、はたと止まってほしい。 
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(3)攻め WS 開催概要 

 

■開催日時、参加者等 

・日 時：令和 6 年 11 月 5 日（木）15：00～17：30 予定 

・場 所：藤田金属株式会社 本社/本店 

・参加者：専門家及び対応者含めて 5 名で実施（以下、敬称略） 

（知財専門家） 

Ｋ＆Ｔ特許商標事務所 パートナー弁理士 北野 修平 

 

（オープンファクトリー参加企業） 

【対応者（会場提供企業）】１者 

藤田金属株式会社 代表取締役社長 藤田 盛一郎 

 

【参加企業】3 者 

株式会社河辺商会 

木村石鹸工業株式会社 

株式会社友安製作所 

 

(事務局） 

近畿経済産業局 地域経済部 地域連携推進課、同  知的財産室 

 

（調査受託機関） 

株式会社ダン計画研究所 
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■攻め WS 当日の進行内容（次第） 

１．開会挨拶・趣旨説明（15:00-15:15） 

(1)挨拶、趣旨説明 近畿経済産業局 

(2)主な論点、まとめたいガイドブック（8 頁程度）で発信したい項目の説明 ダン計画研究所 

(3)参加者紹介（一言、お願いします） 

 

２．ショップの見学(15:15-15:45、休憩・移動を含む) 

 藤田金属株式会社様 ご説明 

 

３．ディスカッション（15:45-17:30） 

項目 時刻 

(1) 進行説明 ダン計画研究所 15:45-15:50 

(2) ショップや見学コース設置等による発信の工夫点と効果（２グループに分

かれてディスカッション） 

15:50-16:05 

①ショップや見学コース設置等によるオープンファクトリーの工夫点 15 分 

②「攻め」の発信による効果+その反面、知財面で不安に思うこと 

(3) 各自発表と北野先生コメント 16:05-16:55 

グループ１より ＠各自 5 分×2 名 →北野先生コメント 10 分程度 16:05-16:25 

グループ２より ＠各自 5 分×2 名 →北野先生コメント 10 分程度 16:25-16:45 

   ①「攻め」の工夫と効果 自分で思っていたこと 各自 5 分 

②今日、他者の話で出てきたこと 

③北野先生に確認したいこと（知財面の不安があれば） 

(4) 今後、「攻め」を強め、知財を守るためにできることアイディアフラッシ

ュ（全員） 

16:45-16:55 

(5) 各自発表 ＠5 分×4 名 16:55-17:15 

(6) 北野先生コメント 17:15-17:25 

(7) 本日の成果確認と協力お礼、閉会 17:25-17:30 

 

（受入れ企業での工場見学や WS の様子） 
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■攻め WS の主なポイント 

 主なポイントは以下の通りである。なお、記録については電子データで別途納入した。 

 

１．オープンファクトリーの効果と不安点 

①効果 

 工場をオープンにしたら、職人たちがお客さんをめちゃくちゃもてなすようになり、自分から説明

をしてくれるようになり、自社ブランドになった。名前を覚えてもらえる。 

 工場は見せるのは危険な場面も多く、積極的には見せていないが、新工場を建てた際、最初から見

せられるようにしようと、安全に見学するためのツールを作り、イベントができるスペースを設け

た。ブランディングの一つのピースとして取り組んでいる。 

 地域のお客さんに還元するアウトレットセール、何をやっているかのショールームを兼ねて、一部

ノリで始めたが、実際にはショールーム以上に機械に一番感動してくれたことが驚きだった。 

 オープンファクトリーがきっかけで入社した社員も増えた。外からの人に自分たちの仕事のイメー

ジしてもらえる。一番良かったのは採用面で、溶接工１名の募集に 350 人から応募が来た。 

 見せる場所をつくったら工場の現場も盛り上がった。モチベーションアップや品質アップにつなが

っている。通路の線引きもなかったが、ラインを引き、社員の制服が T シャツに変わった。 

 オープンファクトリーは、一種の外部検査のように機能することがある。定期的に人が来ると、守

るべき規制を社内できちんと守ろうという牽制になる。 

 見学受入時、工場スタッフは「キャスト」として動いてもらっている。見学コンテンツも、現場の

人達で開発。自分たちが主体的に工場を変えていくという流れができて、それはすごい良かった。 

 若い社員にとって、オープンファクトリーは学びの場にもなっている。 

 オープンしていることによって、あの会社だったらやってくれそうなみたいな期待値が多分すごく

上がっていく。確率が上がって、街全体でやってるからこそ、「未知なる共創」が増えていく。 
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②不安点 

 取引先との関係においてマイナスになるイメージを持っていないが、社内のメンバーにどう説明し

たらいいか戸惑いがある。いざオープンファクトリーとなると、一般の全然知らない人が来る。そ

の辺りをどう区分すればいいか、考えながらスタート。 

 長年の OEM の場合、信用で動いていることもあり、何を見せたらだめかという話は特に出てこな

い。 

 部品の場合、普通に見たら何かわからないが、実はここで大手の商品に使われてるとか言いたくな

ってしまう。質問されると、やっぱりへぇ！とか言われたい。 

 受付の一筆で抑止力になったり、裁判に使えたりするのかが不安。オープンにしてると自己責任で

泣き寝入りなのか。そこが知りたい。 

 

③疑問点（専門家への質問事項、その場で一定の助言があった） 

 工場見学の現場から情報が漏洩したとして、取引先に訴えられる場合があるか？ 

 設備もある程度分からないようにしてた方がいいとか、そういったこともあるか？ 

 Facebook に上げてる人たちに対して、お客さんが使っていて、それは自社のだと言いたい場合、

どこまで言っていいのか、その線引きはどこかが知りたい。 

 模倣された場合の、中小企業にとっての現実的な対処方法を聞きたい。 

（北野先生 コメント） 

 裁判となると高額の経費がかかり、時間も 1 年半くらいかかると思っておいてほしい。それより

も、自社が原因で情報が流出した場合、取引先の信用を失うことの懸念がある。 

 他社では作れないなら、見せてもいいが、たとえば工程における工夫は見せる必要はない。そこは

ノウハウなので隠しておかれた方がいい。 

 受付で一筆書いておいてもらう、サインをしてもらう、ということで抑止力にはなるだろう。 

 基本的には取引先の情報は言わないでおいてもらいたい。オープンファクトリーをする以上、リス

クゼロにはできないが、リスクを最小化する意味で来た人にも一筆、サインしてもらう方がいい。 

 最低限、注意事項を確認しました欄にチェックを入れて名前を書いてもらうのは、個別の秘密保持

契約よりもハードルが下がる。受付名簿のところに一緒に書いておいて、サインをしてもらうイメ

ージ。 

 自社にとって大事なものは、商標や意匠を出願してもらいたい。権利が登録してある前提なら、弁

理士さんに言って警告書、あるいは通知書として、相手方に主張していくことは可能。 

 権利の取り方も、類似のデザインを含めて「関連意匠」として出願し登録する方法もある。権利の

取り方にも戦略がある。 

 

２．守るためにできること 

 消費者を味方につけて真似されても大丈夫なブランドを作る方がいい。ファンがひどいと言ってく

れることもある。 
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（北野先生 コメント） 

 一回、知財で守りましょうとお客さんを説得して、権利登録をして守りにかかったら模倣がパタッ

と止まった。知財に本気の姿勢を見せることも大切。自身にとって大事なものは出願して登録して

いる方がいい。それで相当、模倣が止まる。 

 海外から類似品が入って来た時に、知的財産権を持っていたら、税関に事前に申請しておくと税関

で止めてくれる。そういう効果もある。 

 海外出願は費用もかかるが、本当はできたら特許・意匠に関しては海外展示会出展前に出願してお

くのが一番いい。 

 商標に関しては、特に会社の名前や大事なブランドの名前は出願して登録しておいてもらいたい。 

 

３．受付時の工夫としてのメンバーシップ制 

 工場見学時の注意と守る内容を大きくパネルにしておいて、指で押すみたいにしたら、参加型にも

なる。 

 工場見学時の注意を守ることを、メンバーシップ的に理解してもらうのはどうか。お互いに協定を

結ぶイメージ。「お約束」という言い方もいいかもしれない。 

 オープンファクトリー参加企業が増えると、ルールが整備されて、どんどんレギュレーションが厳

しくなり、面白くなくなると参加者が減るし、悪意のある人には来てほしくない。うまく雰囲気

や、約束、メンバーシップみたいに宣言しておくと、悪意のある人を寄せ付けないバリアになると

いう考え方でできないか。 

 オープンファクトリーでも知財のことを入れておいて、知財を知ってもらう良い機会だくぐらいの

感じが良いだろう。禁止です、ばかりを言いたくはない。一定の節度が保たれるような仕掛けを知

財面でも工夫しておきたい。 

 オープンファクトリーは、本当はみんなで一緒に作っていくみたいな感じだと思う。そこでの会話

から関係性ができる。 

 

（北野先生 総括コメント） 

 日本のシステムとして、創作物は最初に出願した人が権利を取れるという制度があり、特許や意匠

が該当する。特許はアイデア、意匠は見た目（デザイン）の保護。自分達が出願しなかったらもっ

たいなかったし、誰か他の人に取られたら「自分たちも考えていたのに、実施できない」というリ

スクがある。 

 オープンファクトリーをして自分たちの知財（商品、工程）を外に出すと、その二つのリスクを負

うことになると理解してもらいたい。 

 その上で、リスクをゼロにできないという前提で考えた場合の対応について。まず特許＝アイデア

については、話さなければ分からない。一方、オープンファクトリーでぱっと見られるのはデザイ

ン。 

 ただ、それを分かった上で共創を大事にしたい、みんなに見てもらいたいの方がより強いなら、後

は会社の判断次第。それでも良くて、便利な道具を一つ失うけれどそれ以上のプラスがある、と言

う判断なら、それでもいい。 
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 ただ、自社のものでなく、お客さんの発売前の商品や試作品を出してしまうのは信用を失うリスク

がある。お客さんに迷惑をかけてしまう。最低、そこだけは抑えておいていただきたい。 

 話をしてしまうのは、どこの会社でも社長。その時、一つだけ約束していただきたいのは、技術に

ついて「何ができるかは言ってもらっていい」が、「なぜできるかは言わない」ということ。この

基準を一つ持っておいていただけるとかなりリスクが減る。 

 なぜできるのか？と聞かれたら「そこは企業秘密です」と守ってもらいたい。 
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2.内容総括【調査内容検討会の開催及び報告書作成】 

■目的： 

現地型 WS の結果から、オープンファクトリーを実施することで、情報漏洩や注意点などの実施前に

抑えておくべき守りのポイントを抽出。また、オープンファクトリーによる協業等を産み出す要因と

して自社のビジョンを効果的に伝達できている企業の特徴等の知的財産における攻めのポイントを整

理する検討会を開催し、今後「手引き」として活用可能な形を想定した報告書を作成することを目的

に１回、実施した。 

■開催日時： 

 令和 6 年 12 月 18 日（水）13：30～15：30 予定 

■開催場所： 

近畿経済産業局第２別館 3 階 ミーティングルームＤ 

■検討会委員： 

・弁理士、1 の WS を実施した企業の代表者２名、近畿経済産業局管内および中部経済産業局管内のオ

ープンファクトリー実施企業代表者（またはそれに準ずるもの）を各地域１名ずつで構成した。 

 

（知財専門委員） 

Ｋ＆Ｔ特許商標事務所 パートナー弁理士  北野 修平 

（委員） 

1 の WS を実施した企業の代表者２名 

共和鋼業株式会社 代表取締役   森永 耕治 

藤田金属株式会社 代表取締役社長   藤田 盛一郎 

近畿経済産業局管内および中部経済産業局管内のオープンファクトリー実施企業 

株式会社友安製作所 ソーシャルデザイン部 担当執行役員 松尾 泰貴 

株式会社イクシー 代表取締役社長   生駒 健二 

 

■開催回数： 

１回  

■謝礼等： 

検討会委員には謝金及び旅費を支払った。 

■報 告 書： 

1.実態調査及び 2.内容総括における委員意見を踏まえたＡ４サイズ、８ページ程度の報告書案を「手

引き」として作成の上、提示し、意見を踏まえて修正した後、3.普及活動で「暫定案」として配布し

た。なお、暫定案として示したため、その後、図解の１枚もの以外は回収した。 
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■検討会の主なポイント 

 主なポイントは以下の通りである。なお、記録については電子データで別途納入した。 

 

１．開会挨拶・趣旨説明 

（省略） 

 

２．委員紹介 

（省略） 

 

３．資料説明 

 （事務局 省略） 

 

４．ディスカッション 主な内容 

①知的財産を守ることの注意喚起は大前提 

 知的財産について権利が取れる状態を維持しましょう、そのためには見せないようにしようととい

うのが前提としてある。特にデザインは見えたらそのまま知られてしまうので、後で権利にしたい

なと思うものは絶対に隠しておいてもらいいたい。 

 一方、技術的アイデアは、隠れた加工法があったとしても説明しなかったら分からない。何ができ

るかはどんどん話してもらっていいのだが、「なぜ、そんなことができるのか」というところは隠し

ておいてもらいたい。 

 一方、公知になってもいいので、もっと見てもらいたいという場合も、当然おありだろう。それは

判断次第。ただ、お客さんの試作品や未公開の情報は、秘密を守ってもらいたい。 

 

②守り WS、攻め WS からの気づき 

 注文書が見えるところにあったが、社員と問題意識を共有し、チェックして出さないようにできた。

試作品開発エリアもしっかり隠せた。 

 海外や地方から見学できるように VR 撮影を実施したが、ここは絶対ダメだという部分は隠して撮

影できた。 

 弊社の独自加工は商標も取っているがロゴでは取っていなかった。特徴になる加工だから、ロゴを

作り、加工したものには付けていくことにしようとしている。 

 

③オープンファクトリーの効果 

 オープンファクトリー時に実施した WS の写真で驚いたのは、本当にこの社員？というくらい顔つ

きがすごく優しくなっていたこと。員が変わってきたのを実感している。 

 弊社もオープンファクトリーを 15 年近くしてきているが、大事にしているのは何のためにやってい

るか。弊社のオープンファクトリーは全て有料で実施。最大の効果はインナーブランディングで、

お客さんがお金を払って見に来てくれることは、社員にとって誇り。 

④リスクとオープンのバランス、有料化、WS 等の工夫 

 目に見える部分と目に見えない部について、リスクを気にして制限していくと自社は安心だが、お

客様にとっては不満足になる面もある。リスクを減らしながらも、それを補うための何か方策とい
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うのをどう考えていくかが大事。 

 金属部品加工をしているが、正直、クローズにしたい気持ちはある。ただ、何の機械を使っている

かの特定はほぼ可能だ。その中で、大事なことは作業の加工条件であるとか工具の選定、人の教育

方法等で、簡単には目に見えない。工場は比較的オープンに見せつつ、見せられないものや試作開

発の部分はルートから外すといった独自のルートを作り、お客さんがよそ見をしないように掲示物

で説明ポイントや研修会場に写真撮影ポイントを作っておいて、工場の中で見れなかったことは研

修会場で見せて不満足を起こさせないようにしている。 

 弊社は、団体受付のみで個人受付は無い。研修旅行等を扱うエージェント経由で有料。注意事項も

含めてすべて、エージェントに契約書にサインをもらってから初めて注文を受ける。 

 有料の考え方はすごく参考になった。今まで無料にしていたが、社員の時間を取っているので、実

施側のブラッシュアップのためにも有料を導入した方がいいかもしれない。 

 WS で何か持ち帰ってもらうのが、一番強い思い出になる。 

 修学旅行受入れの場合、学生さんには持って帰って小物、自慢して家族に話してもらうよう伝えて

いる。 

 何のためにやっているかが大切だ。ファンになってもらいたいなら、あまり見せないというのは効

果が薄れる。それよりも、うちが独自でこういうものを作っている、途中段階だが試作品はこれ、

と見せて、見た人からアイデアが出てきて新しいものが生まれるとつながっていく。 

 中小企業の場合、は有料で対価を受け取り、地域のことも知ってもらうとなると、活動が持続的に

なる。 

 

⑤「手引き」の工夫、サインやチェック 

 デザイン的には、まだ少し硬いので、できるだけ読みやすいようにしてもらえるとありがたい。 

 ファン獲得のための共感を得て秘密も守るというところは、「秘密保持契約」よりも、もっと軽い

感じでできればいいと思う 

 ポップにシェアして「お約束」という感じで、会員企業側だけでなく、来た人もコーナーを楽しく

作る一人の「演者」という考え方でメンバーシップ協定とかをつくる工夫が必要。 

 個別の秘密保持契約でなくていいので、サインはぜひ貰ってほしい。ただ、これが無ければオープ

ンファクトリーをすべきではありません、とは思っていない。 

 一番困るのは、「お客様の新製品で試作中のものが見学ルートにある」こと。 

 受付でチェックだけでもいいかもしれない。プロ（BtoB）の人が来たときは、秘密保持契約を結べ

ばいい。 

 

⑥直前チェックリスト 

 取引先の未公開情報だけは、とにかく気を付けてほしい。自社の情報が漏洩しても、自分達の問題

で済む。しかし、取引先の知的財産（未公開情報、デザイン）が世に出て、お宅とは取引できない

となってしまうと、大変だ。 

 当社としては、見学ラインの安全確保が一番気になる。実際に歩いてチェックするとか、当日の動

きを踏まえて、特に初めてされる会社はチェックされた方がいい。 

 初めてオープンファクトリーを実施する企業の場合、「所用時間 30 分」と発信していたとして、そ

れでできそうかも事前の要チェック事項だろう。 

 チェックリストはどういう目線でつくるかを確認が必要。オープンファクトリー全般のことか、知
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財かで内容も違ってくる。分けるのはどうか。 

 工場には危険な機械があるので、気をつけてほしい、動きやすい服装で来てねというのも伝えたい。

工作機械周辺はオイルまみれでこける人が必ずいる。階段も危ない。 

 有料の場合、特に参加者の満足と安全を重視している。 
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3.普及活動【各地のオープンファクトリー事業者へ報告書の成果発表の開催】 

(1)普及活動の実施概要 

■目的： 

報告書において取りまとめた結果を活かし、有識者や WS 参加企業とともに、調査内容から洗い出し

た共創を産み出す要因や知的財産面の注意点などを発表するとともに、調査を行ったことによる企業

の変化などを発信し、参加企業の意識変化を図ることを目的に実施した。 

■開催日時： 

令和 7 年１月 20 日（月）14：00～16：00  

■開催場所： 

MUIC Kansai イベントスペース 

協力：一般社団法人関西イノベーションセンター 

■開催手法： 

リアル開催  

■開催回数： 

１回  

■定員： 

５０名で募集 

■対象者： 

企業、行政、支援機関 等 

■講師： 

・報告書（暫定案）を公表する弁理士等（知的財産に関する有識者） 

 Ｋ＆Ｔ特許商標事務所 パートナー弁理士  北野 修平 

・知的財産を意識したオープンファクトリーを体現する企業 ２名（WS 会場提供企業） 

共和鋼業株式会社 代表取締役  森永 耕治 

藤田金属株式会社 代表取締役社長 藤田 盛一郎 

■謝礼等： 

当日の講演に対し登壇者に謝金及び旅費を支払った。  

■参加費： 

無料  

■資料等： 

講師資料を配布（別途、電子データで納品）するとともに、イベントの評価等についてのアンケート

用紙（Ａ４サイズ、１ページ）を作成、当日配布し、アンケート用紙の回収及び結果取りまとめを行

った。（後述） 

■チラシ作成： 

テーマ及び実施内容が明確になるよう記載内容を工夫したチラシ（Ａ４・１枚両面、カラー、内製可）

を仕様書の指定項目に沿って作成し、原則フォーラム開催日の 4 週間前までに、当局担当者へ電子媒

体を提出した。 
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（チラシ） 
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■受付等： 

チラシの中に申込アドレスを埋め込み、参加申込の受付を行った。 

参加者の募集・申込・受付の管理を行い、イベント開催日の１週間前及び前日までに参加者リストを

貴局に共有した。参加者データは、別途、電子データで納入した。 

■申込者数と参加者数 

 ・申込者数：42 名 

 ・参加者数：40 名 

■備品等： 

セミナー開催にあたって、MUIC Kansai と連絡を取り、プロジェクター・マイク・配信機材等の必要

な備品の準備を行った。また、開催前に関係者と事前調整を行い、円滑な運営に務めた。 

■広報活動 

 以下の手法で広報活動に務めた。 

・貴局サイト「地域一体型オープンファクトリー」のサイトの中の、「関西オープンファクトリーフォ

ーラム・シンポジウム」にチラシを掲載 

・知的財産関連のセミナー情報を発信しているサイト「知財ポータルサイト IP Force」に掲載を依頼

し、掲載いただいた 

・過去に弊社が名刺交換等によりメールアドレスを把握している事業者の中から、「製造業」「支援機関」

を抽出し、325 名に対して発信 
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（普及活動実施の様子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■普及活動セミナーの主なポイント 

 主なポイントは以下の通りである。なお、記録については電子データで別途納入した。 

 

１．専門家メッセージ及び企業事例より 

オープンファクトリーと知的財産の保護について 

 知的財産を出願し、権利として登録しようとする場合、一つ重要な条件がある。「公知でない」こ

と。公知になっているアイデアやデザインについては、知的財産権を登録できない。 

 「公知ではない」とは、守秘義務のない第三者に知られていないこと。たとえ一人でもアウト。逆

に 10 人が知っていても秘密保持契約書がある相手なら、それは公知ではない。 

 知的財産とオープンファクトリーは、この辺の相性がちょっと悪い。一人一人と秘密保持契約を結

ぶのは、現実的ではない。一方で、何かしておかないと、来場者がアイデアやデザインを知ってし

まえば、原則として権利は取れないということになる。 

 特に「デザインは見たらわかる」。弁理士の立場からは、先に出願しておいてほしい。特許や意匠

の出願を先にしておけば、もうどうぞ見てくださいと言える。それがないなら、隠しておいてもら

いたい。 
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 技術的アイデアは概ね、見てわからないものが多い。「どうやってやってるんですか」という質問に

はうっかり答えないことが大切。社長が喋ってしまうパターンが多いので注意してもらいたい。 

 権利出願しておくか、見られたら公知になって困るものは隠してもらいたい。技術的アイデアにつ

いて質問されたら、「そこは秘密ですやん」と笑顔でかわすと決めておいていただきたい。そこか

が共創レーションの起点につながることもある。 

 判断基準として、「何ができる」かは言ってもいい、「なぜできるか」は話さないようにしておいて

もらいたい。 

 客先の未発売の新製品や試作品が置いてませんかという話には、一番気を付けてもらいたい。一番

痛いのは信頼の失墜で、これだけは絶対に気をつけていただきたい。 

 

オープンファクトリーと智的財産の保護 

 昨年 12 月に本事業で北野先生に来ていただき WS を開催してもらったが、新製品がその辺に置かれ

ていたり、発注書が置いていたり、段ボールに得意先の名前が書いてあったりした。。それまで、

勉強せずにやっていたので、WS 後は、撮影ＯＫの場所や立入禁止の場所を提示したり、発注書は

隠したり、通路や避難経路も明示するようになった。 

 加工法についても、ロゴマークで出願した。 

 まずは見てもらわないと始まらないので、弊社は知財的には「ザル」だが、少し目を細かくして、

何を隠さなきゃいけないかの共通認識が無かったなと振り返り中。 

 工場見学を実施というのは、弊社としては変わらず進めていきたいところです。 

 

オープンファクトリー参加の入り方 

 当初は、商店街の空き店舗を借りて WS からスタートしていて、皆で何かをするというところから

だったので、参加しやすかった面があった。 

 WS のために、金網で文房具を開発する必要があり、悩みながらつくっていくとデザイナーさんが

仕上げてくれて、すごくいい経験になった。皆と一緒にやるのはいいが、自社工場でとなると結構

厳しいと思っていたが、外で WS 経験があったので、社員も一生懸命考えてくれた。 

 

オープンファクトリーの効果 

 この体験を活かして展示会に出たり、設計で使ってもらったり、メディア露出が増えたり、他地域

での WS に呼んでいただいたりと、広がっている。社内的には社内が綺麗になるのは絶対で、イン

ナーブランドの効果もある。社員が変わり、自信と誇りが出てくる。 

 社外への広がりでは、業界外への広がりや、会社へ来てもらうきっかけになっている。 

 

２．講師 3 名のディスカッションより 

（司会より「手引き」暫定版の紹介。） 

 

①本事業 WS 参加後の変化 

 オープンファクトリーのノウハウなくスタートしてきて、やっていいことや悪いことがわからない
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ままやってきたと気づいた。少しでも改善しようと取り組んでいる。今後、旅行社からの体験ツア

ー受入れが始まるので、その時も気をつけていきたいと考えている。 

 知財の意識が無くて、本来隠すべきところも結構話をしいたと気づいた。取引先に迷惑がないよう

にという意識や、守らないとダメなものはしっかり守ろうという気持ちになった。 

 「なぜできるのか」は、「職人の腕です」と答えている。 

 

②中小企業にとっての知的財産権 

 知的財産を守るために正式に裁判となると、何百万円のお金がかかる。ただ、そこまでいかなくて

も、警告書や通知書で、まずは連絡するというやり方もある。共創のきっかけになることもある。 

 権利を登録するのは、裁判で戦うという話だけではなく、イニシアチブを取れるということ。 

 

③質疑応答より 

（会場参加者） 

 オープンファクトリーの実施の際、担当者だけではなく、現場への声かけと協力が大事だが、現場

にはまだ抵抗感がある。最初はどのように取り組まれたのか教えていただきたい。 

（事例企業） 

 見学ルートの安全を大事にしている。初めてオープンファクトリーに参加した際、社長も社員もが

よく分からない状況だった。社長がやると決めて先頭に立ってやっていると、徐々に浸透していっ

た。 

 最初は社長のワンオペで意見を聞かずに実施準備をして、現場の職人には少しずつ携わっていくや

り方で関わってもらった。現場を見学で回った際、その人にその場でクイズを出してもらう。そう

いうところから浸透させていった。 

 工場が見えるショップも社長が推進。実際にショップが始まってお客さんがいるのが工場から見え

た瞬間に、職人もお客さん来てるぞ、みたいにはなった。自分達が作った商品が、リアルに目の前

で売れる風景を見られるのは町工場にはなかなかない。 

 

（会場参加者） 

 支援機関の者です。万博関連で海外の方が見学に来た場合、知財の対策はどうしたらいいか。 

（講師） 

 知的財産権は国ごとに発生するもの。世界の多くの国が、知的財産関連の条約に参加していて、共

通の手続きがある。WIPO（世界知的所有権機関）に向けて特許出願するのも日本語ででき、販売

状況を見て目指す国の手続きに移行できる。 

 

（会場参加者） 

 商標について B 国で日本と同じ製品で、少し名前を変えて売られた場合、対応する術はないかと思

うんですけど、それについてはいかがか。 

（講師） 

 同一商品で商標が類似なら、権利の範囲内。商標は類似まで防ぐことが可能。 
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（会場参加者） 

 自社の商品を大企業に真似されて販売された経験がある。 

（講師） 

 権利は登録しておいていただきたい。 

 普通に競争すると資金力がある会社が勝つことが多い。ところが、知的財産に関しては 1 人であっ

ても 5 万人の会社に対抗できる。知的財産は規模に関わらず平等。ぜひ権利登録をご検討いただけ

たらなと思う。 

 

（会場参加者） 

 オープンファクトリーの意義を自治体として考えると、保をしていけるかという観点で見ている。

オープンファクトリーの具体的な効果を教えてもらいたい。 

（事例企業） 

 共創によるイノベーションという意味では、オープンファクトリー参加以降、対外的な広がりがす

ごく出てきている。場に来てもらえる一つのきっかけにもなる。業界の外の方に知っていただくい

い機会になってる。 

 オープンファクトリーに参加した後、大手メーカーとの共創が始まったことがある。大手メーカー

さんが突然、会社に来られて、面白いことやってますよね、何か一緒にできないですか？と訪ねて

来られた。 

 また、海外での商標権や意匠権は大事なものは公的助成制度を使って登録した。 

 

（会場参加者） 

 オープンファクトリーの事務局の者です。意匠の公知について、どういう対策を取るのがいいか。 

（北野先生） 

 守秘義務が無い人が一人でも見てしまうと、その時点で公知。基本的には隠しておいてもらいたい。

お約束にサインしてもらっても、本来は「一切口外しません」と書いてあればいいが、逆にオープ

ンファクトリーの趣旨から考えても難しい。なので、基本的には隠していただくのが対策になる。 

 

（会場参加者） 

 仮に来た人が SNS で発信した場合はどうか。 

(北野先生) 

 SNS については、個人の顔写真があるのを載せたという方が問題になりやすい。ただ、おっしゃる

とおり、SNS での発信は公知になる。新規性喪失の例外はあるので、うまく証拠が揃えば救済措置

はあるが、絶対助かる訳でもないので、とりあえず隠していただきたい。 
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(2)アンケート調査結果 

・実施手法：調査票を当日配布、当日回収 

・回収数 ：41 

把握できた参加者人数 40 名に対してアンケート回収数が 41 となったが、おそらく登壇企業の同行

者からの回答とみられるため、有効として処理した。参加者全員がアンケートに回答した結果となっ

た。 

 

設問１ 所属企業・機関の所在地と業種 

 参加者は大阪府からが最も多く 68％を占めた。次いで、兵庫県、滋賀県と福井県となった。近畿圏

以外では、東京都からの参加が１名あった。 

 また、業種は行政（自治体・産業支援機関等）が 39％と最も多く、次いでオープンファクトリーの

主体となる製造業の 24％が多くなった。 

 

 図表 1-1 参加者の所属企業・機関の所在地 N=41 

府県名 数 ％ 

大阪府 28 68.3% 

兵庫県 8 19.5% 

滋賀県 2 4.9% 

福井県 2 4.9% 

東京都 1 2.4% 

総計 41 100.0% 

 

 

 

 

 

図表 1-2 参加者の所属企業・機関の業種 N=41 

業種 数 ％ 

行政（自治体・産業支援機関等） 16 39.0% 

製造業 10 24.4% 

サービス業 4 9.8% 

教育・研究機関 2 4.9% 

公益財団法人 2 4.9% 

小売・卸売業 1 2.4% 

情報通信業 1 2.4% 

その他 5 12.2% 

総計 41 100.0% 

 

（その他 内訳） 

コンサルティング、デザイン業、金融、 

支援機関、記載無が各１。 
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設問２ 本セミナーの情報源 

 セミナーの情報源は、事務局からの DM・講師からの案内 39％、次いで近畿経済産業局のホームペ

ージやメールマガジンの案内が 37％と、両者を合わせると 4 分の３がいずれかを情報源としていた。 

 

図表 2 本セミナーの情報源 N=41 

情報源 数 ％ 

事務局からの DM・講師からの案内 16 39.0% 

近畿経済産業局のホームページやメールマガジンの案内 15 36.6% 

自治体・産業支援機関・商工会議所からの案内やホームページ 4 9.8% 

その他 6 14.6% 

総計 41 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（その他 内訳） 

・社内の知財関係者からのメールや連絡 2 

・知人からの紹介 2 

・近畿経済産業局より連絡、本社から連絡 各１ 
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設問３ 本セミナーの全体的な満足度や感想 

 満足度は非常に高く、大変良かった 63％、良かった 37％のみの回答となった。 

 

図表 3 本セミナーの満足度 N=41 

満足度 数 ％ 

大変良かった 26 63.4% 

良かった 15 36.6% 

総計 41 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

感想の記述内容をみると、主に以下の内容が寄せられた。 

 

（感想の主な内容） 

①オープンファクトリー時の守るべき知的財産について見識が深まり、有意義だった（16 件） 

②企業の具体的な取組が分かって良かった（8 件） 

③オープンファクトリー参加の効果が分かったのが良かった（5 件） 

④知的財産の専門家と実践企業の話が分かりやすかった（2 件） 

 

また、今後の要望につながる内容としては、「見せ方についても知りたかった」という意見や「チェ

ックリストを待ちます」との記載があった。 
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設問４ 印象に残ったプログラム（複数回答可） 

特に印象に残ったプログラムを複数回答可で尋ねたところ、講師３名によるディスカッションが 66％

と最も多く、次いで企業事例１の FactorISM の実践例 63％となった。 

 

図表 4 印象に残ったプログラム（複数回答可） N＝41 

プログラム名 数 ％ 

専門家メッセージ 23 56.1% 

企業事例：事例１FactorISM 26 63.4% 

企業事例：事例２こーばへ行こう！ 20 48.8% 

講師 3 名によるディスカッション 27 65.9% 

 

 

 

設問５ 主催者（近畿経済産業局）への要望、手引きへの意見等 

主催者への要望や手引きへの意見等の記述内容をみると、主に以下の内容が寄せられた。手引き完成

後に参加者に対して発信が求められる。 

 

（要望、意見等の主な内容） 

①知的財産について考えるきっかけとなった、ガイドやお約束を共有いただけるのはありがたい 

（4 件） 

②リスク面をテーマにしたセミナーはなかなかなく大変勉強になった、失敗例も知りたい（2 件） 

③オープンファクトリーの募集方法や集客手法を知りたい（2 件） 

④見学ルートの安全確保は、フォークリフトや手すり等の注意事項も必要、小学生以下の入場者に対

する安全対策を教えてもらいたい（2 件） 

⑤WS のアイデアをどう出しているかを知りたい（1 件） 

⑥立入禁止のサイン等の表記を英語でも欲しい（１件） 

⑦今後もこのようなイベントがあれば参加したい（1 件） 
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貴局と協議の上、以下に示すアンケート調査票を作成し、当日配布し、その場で 41 票を回収した。 

 

（アンケート調査票） 

 
 
 
 

 

今後の事業の参考とするため、アンケートへのご協力の程よろしくお願い致します。 

 

【１】参加された方の所属企業・機関について、お答えください。 

所在地（勤務地） 
①兵庫県 ②大阪府 ③京都府 ④滋賀県 ⑤奈良県 ⑥和歌山県 ⑦福井県 

⑧上記以外の都道府県（都道府県名              ） 

業種 
①製造業 ②小売・卸業 ③情報通信業 ④サービス業 ⑤教育・研究機関  

⑥行政（自治体・産業支援機関等）⑦その他（業種名            ） 

【２】本日のセミナーをどこでお知りになりましたか。 

情報源（複数回答可） 

① 自治体・産業支援機関・商工会議所からの案内やホームページ 

② 近畿経済産業局のホームページやメールマガジンの案内 

③ 事務局からのDM・講師からの案内 

④ その他（                              ） 

【３】本セミナーの全体的な満足度や感想をお聞かせください。 

満足度（当てはまるも

のに○をつけてくださ

い） 

① 大変良かった ② 良かった ③ ふつう ④ あまり良くなかった ⑤ 良くなかっ

た 

参加した感想 

※ご自由にご記入ください 

 

【４】特に印象に残ったプログラムとその理由をお教えください。 

特に印象に残った 

プログラム 

（複数回答可） 

①専門家メッセージ：オープンファクトリー時の注意点～魅せるための転ばぬ先のつえ～ 

②オープンファクトリー企業事例：事例１ FactorISMより 

③オープンファクトリー企業事例：事例２ こーばへ行こう！より 

④講師3名によるディスカッション  

その理由 

※ご自由にご記入くださ

い 

 

【５】セミナー主催者（近畿経済産業局）への御要望、手引きへのご意見がありましたら、お聞かせくだ

さい。 

※ご自由にご記入ください  

アンケートへのご協力、ありがとうございました。 

※ご記入いただいた個別の内容は今後の近畿経済産業局の運営のためのみに活用し、公表することはございません。

オープンファクトリー時の注意点～魅せるための転ばぬ先のつえ～ 

Featuring 関西オープンファクトリーフォーラム vol.31 

＜アンケート＞ 
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4.実施期間 

請負契約締結日～令和７年２月２８日（金）  

 

5.納入物  

（１）納入物  

①調査報告書の電子媒体（ＣＤ－Ｒ等） １式  

調査報告書を納入した。 

調査報告書は、ＰＤＦ形式以外にも、機械判読可能な形式のファイル（Microsoft Word、Excel、

PowerPoint）で納入した。 

  

②調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ等） ２式（公表用）  

公表用の調査告書（手引き、次頁以降に掲載）を一つのＰＤＦファイル（透明テキスト付）に統合し、

納入した。 

 

以上 
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普及用の「手引き」 

 

      

近畿経済産業局

   ンに る     に ながる  なる ラ が   る

オープンファクトリー時の注意点
～魅せるための転ばぬ先のつえ～

  ・関西       に       ク  

  ができるか  オープンに
 な できるか    に

 

１      見  ート ここに要注意 

   

          
   る に    
に

   

        、  
       

       意事 
  示、  ン  る

         

       や          
    に る

         

                  
             
海外からの   にも かる  に、
  ンで 示

         

        が  る   
に いていないか    ン  
      前に      

・・・・
・・・・
・・・・

   

     、   ン
          
 る

 

         

社 、   当 は    のラ ン
   ておく

               

  社の   したい      
ン  る

                 
   

                 

        

    たら     で    
   で  で  

   

 か ない  や事 
   も  で   、
  ない  に

  の から  る 
がいないかは    
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２   や ーク   プ での   

         

   ン      に  した は、  の     

  、 くの   が  の  ンにな や くな てい

  。  に  の  に  る  できる    や 

      る  で、お   して  してく る 会

 く にな    

   のおか で

・  した     て  の に   る   社  に

な てもら   。

・      にもな 、     や くな   。

                    

 社の  や  に関 る               
い      る  で、大   でなく、  もも  し
や くな    

 特に    の  の  、 社の     用いた   
   る事で、    しにくい  の事が  ら   。

   のおか で
・  で  しや い 、大 も一 に  し  。
・  した  して  て るものができる     や 
くな   。

・  や    の   に     や くな   。

                  

     に  て しい      る  は、   の事     でなく、    の 出     に なが
    
しかし、 意 な の しい   用いる  は、   ン      の意 に  る意 も く、   なく 意
  ら る お  の 示 なら しく   ン      に  ができるのではないでし  か。
 示用 お   は の   にて  してい  。

   に 意事   示、      に  の  ン してもら   でも、 社  る  に なが   。
   な  も  
 ン    ド 用意して、  に 意事    ておく。
  ド  る  で、   も   ン      の一  して  てもらいや い。

       
     
   も  にならない
  に  意 

        
     

      
     

                

  で  ン  に    
 ・・・・・・・
 ・・・・・・・・
   に   

         

   に   て しい    や  が   、

   ン       の      に る事で、

   ン      が一 の い出に 

   のおか で

・    で     や くな   。

・      が る 、    に    ら 

や くな   。

    で    たくない   には    の

  ンや  し し か     い し  。

                                     

 

３  お      や    時の          

        
     

  ンして に    
 ・・・・・・・・
 ・・・・・・・・
 ・・・・・・・・

      
     

                

     ドの   
       ドに  ておき、
  ン  き  に、  ド 
  

出          ておきたい      の         
              に、 ン            

    に関 る       

         

      会社

     

      会社

     

 は、 社            ていた くに し、 の事    

し、い  かも 社に    か       いたし  。

 

   は、    に し 社が      して特 した   外に い

て、      い   。

   は、    に し 社の許   る  なく一 の    、録 、

録  いたし   。

   は、     に た  に いて、 社の許 なく   いたし 

  。 し、   に 社から許   て  した  、   に  

 当 から     た  、    た  に いては き  。

   の 、   ン        での 社からの 示   して  

 る     して  いたし  。

  

        の       に関 る         の  

   や    の         る  は、   がは き してお 、   の
    の    のた に、             が  で 。    の  が

し か している    い      る  もでき  。

                              

 は・・・
 
 
 
      
   ン  本   ン

             

  本 、  に  て    用意 

 は    の   ン      に  
 るに た 、 のお     て  し 
 。

     ン      の    して 
し   。

          、   外には   
    。   は    て き  。

        の   では  ・   
  し   。

    で くる の  の   、 社の
   や  ブ   に出    許 し 
 。

   の   の  は、

・出しても い   
・出 ないでく  い
   名 で  らかに  

   で名前  の   
 お     てもらい  で 
 した で、  名 に名前  
いてもら 。
      に     、  
に   らない 
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４ オープンファクトリー  しい       リ ク

 しい       リ ク

【  る、  を つ】 【要注意】 引先の     

【要注意】  の     

【要注意】    ・ 業  

 

【  ・    につながる】

                            

                                     

                      

                           

                                      

【 知なる ラ が まる】

         

                                   

            

                      

                                 

      
      
   

                    

                         

                              

                           

                                     

                     

                                 

                          

                 

                         

      
     

       
       
   

 

５      セー  これだ   さえて しい知 の   

           

  社で  した    、   ンに いて      る       

  が  る 

        特許 、 用   

   ン  意匠 

      は、      の 外 な   な   

   ができる  

 し        や   る、    、      

             の       

 社    の     し、  な  で事 が  ら   。

          く  い 

         ンの    は、   でない   が  

        ン    に ら る      な てし い  。

   ン      の前に    の        お  し  。

  が に  ない  、     ならない  な  、当   が  

で 。

                    

   は事前の    の     してく  い

   特許  の出願 には る  の  が  で 。

   も て   し  。

  が くても  かなる  も    。

お き いの る   に   く  い。

海外 の出願 に いて、  な    も るので、     で  く

  い。   に   

 事前  きが に  ない  、     ない  、    

事前   して、 ら て  になるもの   。
当  か たら   は    で     でか       く。

  していいか  かの    は 

  ができる は  、 な できる は   

当    る社   に   る  お  く  い。

社    会社   の   、      で  か   ない   意

してく  い 

   特許商標事  
        

     

   ン           た  の  には、    の    が る     て き した。  の  や特 が  る  で たな商 
  や たな事    の 出のき か になる  は  でき したが、   外にも社 が 社の商 に ラ ド   、  の  の なが や 
 に  る  が  る、   用 の   な  くの    が る の  で 。

一 で、   ン      では、 社の    、    の  もい る  に     く  で から、  らの 出、  の   が る
のは当 で 。   の    や   ンに いては、特許 、意匠 な の         る  で  でき  。  は   ン      
の前に、 用な    、   ンに いて    の   しておく   お  し  。 に  ない  、 たら か てし  もの    ンや
外 から かる     に いては、 しておき し  。

外 から からない    は、 してし  な          。 の 、 ができるか    が   るな  は     して いて い
   が、な できるか     ン の     たな     ない、 い のが   で して いかの一 の   な   。

   には   の     、   が いて る  が    。  ら   てし    は、   が         る 会   てし 
   になるかもし    。    は  にない  に 意してく  い。

 の  が      の        、  して   ン      の  に   ン  るき か  なる     してお   。
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【まとめ】  と知的 産で   をしないための  ント

              

                

               

                                 
                      し し  。

商標は 用  るものなので、   商 や          の で
  に出願した が      してい  登録でき  。

 なお、展示会 出展 る も  たいものは事前に出願 る  がお 
 で 。

特許 ・意匠  登録できたら   で  て   が  した    
   て  でき  。 た、外 から か や い意匠・商標の  、
  した   ら る      に して、   は     や、 
の 前の     で   る  もができ  。

     て の  でなく、    も    用し し  。

                  

      で   で  ている  、 にも からないもので 。

    にお る な できるか    る    した  は、  

にし し  。た し、   しての  は一 、  で 。

              

                

一番 くないのは、   の  前の商 や、   の    ・   
ン 、 いが   してし  た 、     から  る   に 商
 や  が かる が いて る  で 。             
       意 し し  。

  の き いが  、  関 が い     、  の商  での
   にな ていて、  て      していない  が いのも事
 で 。特に    や、     の  の  、    一 に 
   る  も いた 、 の  かが  に    ない     
 に  しが で 。

   ン      の前に 一     、ラ     の  で
    して  し  。

   ておきたい          たい    ・    、   の      

 社の  や  の特 に いて、社 から社  で  の  で 社 
   し  。 ド ブも  で が、    な の してはい ない 
 き   、社 で  しておき し  。

特に、社        ンは しが で 。 一 の  意   
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以上 

 

   会          
   特許商標事              

   会    
      会社          
      会社      社    一 
  会社             ン 

 当        
  会社         社     

     ・           
      会社、      会社

   ・事  
                   
         大  大     大 前       

大      一  

   ・事  
  会社 ン                     

  ラ  
 ン     

         

     が  る  な    に いて、 社の    、  、ブランドな の      の  
から    る    で 。
        は、     に  してお 、  に  いた     てい  。

              
        に    たお くの  に なが   。

              
                                 

                               

       では、    の  ・     関 に   な    に関 る    や    、
  ン な の       した               用        なの関   い
      し した。
    の  ・     関 が    の      に    る       して、     
      ・         本    、               い 。 、 本   会関 会、 
本商 会      し  、  も ン ン      ていき  。

      用        なの関   い 
                                                    

    な             

 の  の  に   いた いた        

         ン        事  にお る     の  な   
  に関 る  事     




